
被災された皆様へ

被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。

各生命保険会社は、災害救助法適用地域のお客様を対象としたご契約について

 ○ 保険料の払込みに関する期間の延長

 ○ 保険金・給付金などの簡易迅速な支払い

などを実施しています。

また、（一社）生命保険協会では、「生命保険契約照会制度」を設けています。

以下は、被災された方の生命保険契約の有無を確認するための窓口です。

生命保険各社の相談窓口や「生命保険契約照会制度」について、

詳しくは（一社）生命保険協会のホームページをご覧ください。

⇒ 生命保険協会のホームページへ（新規ウィンドウに表示）

（一社）生命保険協会「災害時受付専用連絡先」

【受付時間】 月～金曜日（祝日・年末年始を除く） ９時～１７時

フリーダイヤル ０１２０－００１－７３１

https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/missing/
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